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04
介護保険要介護認定者および扶養者の皆様へ

　障害者控除対象者認定書の交付
〈問合せ〉

保健課
介護・高齢者支援係

☎７５－４９６０

05
国民年金保険料の納付に
口座振替を利用しませんか？

〈問合せ〉
市民生活課　国保・年金係

☎７５－４９７３

　

所
得
税
や
住
民
税
（
市
県
民
税
）
の
申
告

を
す
る
際
に
提
示
す
る
と
、
要
介
護
認
定
者

本
人
ま
た
は
そ
の
扶
養
者
が
所
得
控
除
（
障

害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者
控
除
）
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
口
座
振
替
に
は
、
当
月
分
保
険
料

を
当
月
に
振
替
納
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
月
々
50
円
割
引
さ
れ
る
「
早
割

制
度
」
や
、ま
と
め
て
前
払
い（
前
納
）

す
る
と
年
金
保
険
料
が
割
引
に
な
る

「
６
か
月
前
納
」「
１
年
前
納
」「
２
年

前
納
」
が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、
基
礎

年
金
番
号
通
知
書
ま
た
は
年
金
手
帳
、

通
帳
、
金
融
機
関
届
出
印
を
ご
持
参

の
う
え
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
う
き

は
市
役
所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※ 

保
険
料
が
一
部
免
除
さ
れ
た
方
は
、
口
座
振

替
の
前
納
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

※ 

初
め
て
口
座
振
替
で
前
納
制
度
を
お
申
込
み

さ
れ
る
方
で
、
直
前
の
1
カ
月
分
の
保
険
料

が
未
納
の
場
合
、
前
納
保
険
料
額
と
同
時
に

定
額
で
振
替
と
な
り
ま
す
の
で
、
残
高
不
足

と
な
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
残
高

不
足
で
口
座
か
ら
の
振
替
が
で
き
な
か
っ
た
場

合
は
次
の
前
納
月
（
初
回
振
替
月
が
４
月
の

６
カ
月
前
納
は
次
の
10
月
、
初
回
振
替
月
が

10
月
か
ら
３
月
の
６
カ
月
前
納
・
１
年
前
納
・

２
年
前
納
の
場
合
は
翌
年
４
月
）
ま
で
の
間
、

割
引
が
無
い
翌
月
末
振
替
に
な
り
ま
す
。

障害者手帳等をお持ちでない介護保険要介護
認定者で、要介護１～５に認定されている人
のうち、一定の要件にあてはまる人

⚫️年金事務所あて
　2 月 29 日 ( 木 ) まで
※必着
※書類等に不備がない状態で

⚫️うきは市役所にて申し込み
　2 月 22 日 ( 木 ) まで

※ 継続の方は、変更がなければ
申込みの必要はありません。

申請できる人▶本人または親族

申請窓口       ▶うきは市役所西別館
　　　　　　   保健課・介護高齢者支援係
　　　　　　   うきは市民センター２階
　　　　　       浮羽市民課

必要なもの   ▶申請者の印鑑
※ 申請をいただいてから１週間程度お時間をいただく場合が

あります。ご了承ください。

※
所
得
税
ま
た
は
市
県
民
税
の
控
除
対
象
者
と
し
て
の
み
適
用
を
受

け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
等
に
お
け
る
対
象

と
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対象者対象者

申請方法申請方法

新たに
令和６年４月から
口座振替での前納

をご希望の方

詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
→


